
遠
隔
手
話
通
訳
サ
ー
ビ
ス
を
開
始

　

聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
人
が
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら

Ｃ
ｉ
ｓ
ｃ
ｏ　

Ｗ
ｅ
ｂ
ｅ
ｘ
（
シ
ス

コ　

ウ
ェ
ベ
ッ
ク
ス
）
の
ア
プ
リ
を

利
用
し
、
離
れ
た
場
所
で
手
話
通
訳

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

で
す
。

※
事
前
登
録
が
必
要

対
象　

聴
覚
障
が
い
が
あ
り
、
身
体

障
が
い
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い

る
市
在
住
の
人

利
用
場
所　

病
院
や
自
宅
な
ど
、
事

前
予
約
し
た
場
所

使
用
機
器

　

自
身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
な
ど

受
付
・
対
応
時
間　

平
日

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

費
用　

無
料

※
通
信
料
は
自
己
負
担

事
前
登
録
・
申
込
方
法

　

利
用
日
の
７
日
前
ま
で
に
障
が
い

福
祉
課
へ
直
接

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

軽
度
難
聴
児
の
特
別
補
聴
器
の

購
入
費
用
を
補
助

　

軽
度
の
難
聴
児
を
対
象
に
、
特
別

補
聴
器
の
購
入
に
要
す
る
費
用
（
基

準
価
格
）
の
３
分
の
２
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

※
１
０
０
円
未
満
は
切
り
上
げ

対
象

　

市
民
税
所
得
割
額
が
46
万
円
未
満

の
世
帯
ま
た
は
生
活
保
護
受
給
世

帯
で
、
身
体
障
が
い
者
手
帳
の
交

付
対
象
外
の
18
歳
未
満
の
人

※
障
が
い
福
祉
課
に
備
付
け
の
医
師

の
意
見
書
が
必
要

※
保
護
者
か
ら
の
事
前
相
談
が
必
要

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を
配
布

　

自
分
の
思
い
が
伝
え
ら
れ
な
く
な

っ
た
時
に
備
え
て
、
自
分
の
思
い
や

希
望
を
整
理
す
る
た
め
に
役
立
つ
ノ

ー
ト
で
す
。

　

書
き
進
め
る
う
ち
に
「
私
は
ど
う

し
た
い
の
か
」
が
明
ら
か
に
な
り
、

限
ら
れ
た
人
生
の
時
間
が
愛
お
し
く

感
じ
ら
れ
、
い
か
に
良
く
生
き
る
の

か
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

配
布
場
所　

高
齢
福
祉
課
、
南
部
市

民
セ
ン
タ
ー

認
知
症
の
こ
と
が
わ
か
る

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
は
認
知
症
を

正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の
人
や
そ

の
家
族
を
温
か
く
見
守
る
応
援
者
で

す
。
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
一
歩
と
し

て
、
あ
な
た
も
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

に
な
り
ま
せ
ん
か
。

と
き　

７
月
30
日
㈮

①
午
前
10
時
30
分
～
正
午

②
午
後
２
時
～
３
時
30
分

※
①
②
と
も
に
同
じ
内
容

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　

認
知
症
に
関
心
の
あ
る
人

申
込
方
法　

電
話

申
込
・
問
合
先

　

く
す
の
き
広
域
連
合
門
真
支
所

　

☎
０
６（
６
７
８
０
）５
２
０
０

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
・

障
が
い
者
週
間
の
ポ
ス
タ
ー
を
募
集

　

障
が
い
の
あ
る
人
と
な
い
人
と
の

心
の
ふ
れ
あ
い
の
体
験
を
綴
っ
た
作

文
や
、
障
が
い
者
へ
の
理
解
を
促
進

す
る
ポ
ス
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。
入

賞
者
に
は
、
賞
状
な
ど
を
贈
呈
し
ま

す
。

◆
作
文
（
縦
書
き
）

　

４
０
０
字
詰
め
原
稿
用
紙

※
点
字
や
電
子
メ
ー
ル
で
の
応
募
可

対
象

◦
小
・
中
学
生
…
２
～
４
枚

◦
高
校
生
・
一
般
…
４
～
６
枚

◆
ポ
ス
タ
ー

　

Ｂ
３
画
用
紙
ま
た
は
四
つ
切
り
サ

イ
ズ
画
用
紙
（
縦
長
の
み
）

対
象　

小
・
中
学
生

◆
共
通

募
集
期
間

　

７
月
１
日
㈭
～
９
月
３
日
㈮

応
募
方
法　

郵
送
ま
た
は
持
参

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

応
募
・
問
合
先

　

〒
５
４
０
︲
０
０
０
８

　

大
阪
市
中
央
区
大
手
前
３
丁
目
２

︲
12

　

府
障
が
い
福
祉
企
画
課

　

☎
０
６（
６
９
４
１
）０
３
５
１

台
風
に
備
え
て

事
前
の
安
全
対
策
を

◦
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
台
風
情

報
に
注
意
す
る

◦
風
で
飛
ぶ
よ
う
な
植
木
鉢
や
ご
み

箱
は
屋
内
に
入
れ
る

◦
排
水
を
良
く
す
る
た
め
、
側
溝
に

溜
ま
っ
た
ご
み
を
取
り
除
く

◦
停
電
に
備
え
、
懐
中
電
灯
や
携
帯

ラ
ジ
オ
を
準
備
す
る
。
電
池
の
残

量
も
確
認
し
て
お
く

◦
不
要
不
急
の
外
出
は
控
え
る

◆
お
お
さ
か
防
災
ネ
ッ
ト
の
登
録

　

気
象
情
報
を
含
む
災
害
情
報
を
防

災
情
報
メ
ー
ル
と
し
て
配
信
し
ま
す
。

詳
し
く
は
府
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

【
記
事
に
関
す
る
こ
と
】

　

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
１
２

【
お
お
さ
か
防
災
ネ
ッ
ト
に
関
す
る

こ
と
】

　

問
合
先　

府
危
機
管
理
室

　

☎
０
６（
６
９
４
１
）０
３
５
１

洪
水
時
避
難
ビ
ル

　

市
で
は
、
水
害
が
発
生
し
た
時
や

そ
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

限
っ
て
、
廊
下
や
階
段
な
ど
の
開
放

さ
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
避
難
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
洪
水
時
避
難
ビ
ル
を

指
定
し
て
い
ま
す
。

洪
水
時
避
難
ビ
ル

◦
本
町
市
営
住
宅
（
本
町
35
︲
１
、

35
︲
２
）

◦
門
真
千
石
西
町
住
宅
（
千
石
西
町

12
︲
１
～
12
︲
４
、
11
︲
５
、
11

︲
６
）

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
１
２

国
民
健
康
保
険
短
期
被
保
険
証
を

７
月
21
日
㈬
か
ら
交
付

　

８
月
１
日
㈰
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
収
納
課

で
交
付
し
ま
す
。
仕
事
な
ど
で
、
業

務
時
間
内
に
来
庁
で
き
な
い
人
は
、

夜
間
納
付
相
談
窓
口
・
日
曜
納
付
相

談
窓
口
（
６
面
参
照
）
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

高
齢
受
給
者
証
を

７
月
末
ま
で
に
送
付

　

新
し
い
国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受

給
者
証
は
桃
色
で
、
有
効
期
限
は
８

月
１
日
㈰
～
４
年
７
月
31
日
㈰
で
す
。

医
療
費
負
担
割
合
は
前
年
中
の
所
得

で
決
ま
り
ま
す
。

負
担
割
合

　

２
割
ま
た
は
３
割

対
象

　

昭
和
21
年
８
月
２
日
以
降
生
ま
れ

で
、
８
月
１
日
現
在
70
歳
に
な
っ

て
い
る
人

※
８
月
２
日
以
降
に
70
歳
に
な
る
人

は
誕
生
日
の
翌
月
１
日
か
ら
適
用
。

誕
生
月
下
旬
に
高
齢
受
給
者
証
を

送
付
。
１
日
生
ま
れ
の
人
は
誕
生

月
か
ら
適
用

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」、「
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」、「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の

有
効
期
限
は
３
年
７
月
31
日
㈯
で
す
。

８
月
１
日
㈰
以
降
も
認
定
証
が
必
要

な
人
は
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
古
い
認
定
証
は
回
収

※
後
期
高
齢
者
医
療
の
人
で
負
担
区

分
に
変
更
が
な
い
場
合
は
申
請
不

要
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
更
新

　

国
民
健
康
保
険
の
特
定
疾
病
療
養

受
療
証
の
有
効
期
限
は
３
年
７
月
31

日
㈯
で
す
。
８
月
１
日
㈰
以
降
も
療

養
受
療
す
る
人
は
更
新
申
請
が
必
要

で
す
。

申
請
方
法

　

８
月
31
日
㈫
ま
で
に
申
請
書
を
郵

送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
７
月
中
に
対
象
者
へ
送

付
申
請
・
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

７
月
末
ま
で
に
送
付

　

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
は
桃
色
で
、
有
効
期
限
は
４
年

７
月
31
日
㈰
で
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
届
い
た
と

き
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。
有
効
期
限

の
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
健
康
保
険

課
ま
で
返
却
ま
た
は
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
付

保
険
料
の
納
付
方
法

◦
特
別
徴
収
…
原
則
年
６
回
、
年
金

か
ら
天
引
き

◦
普
通
徴
収
…
口
座
振
替
や
納
付
書

納
付

※
年
度
途
中
に
被
保
険
者
に
な
っ
た

場
合
は
、
資
格
を
取
得
し
た
月
か

ら
月
割
で
納
付

75
歳
以
上
の
医
療
費
の

自
己
負
担
割
合

　

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
、
一

般
の
人
は
１
割
、
現
役
並
み
所
得
者

は
３
割
で
す
。
自
己
負
担
割
合
は
、

毎
年
８
月
１
日
現
在
の
住
民
税
課
税

所
得
額
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。
た
だ

し
、
条
件
に
よ
っ
て
は
自
己
負
担
額

が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
自
己
負
担
割
合
の
判
定
基
準

◦
同
一
世
帯
に
３
年
度
住
民
税
課
税

所
得
額
（
各
種
所
得
控
除
後
の
所

得
額
）
が
１
４
５
万
円
以
上
の
被

保
険
者
が
い
る
…
３
割

◦
同
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
全

員
の
３
年
度
住
民
税
課
税
所
得
額

が
い
ず
れ
も
１
４
５
万
円
未
満
、

ま
た
は
１
４
５
万
円
以
上
の
場
合

で
も
同
一
世
帯
の
被
保
険
者
の
賦

課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
の
合

計
額
が
２
１
０
万
円
以
下
…
１
割

◆
自
己
負
担
割
合
の
判
定
に
係
る
申

請

　

現
役
並
み
所
得
者
と
し
て
３
割
負

担
と
判
定
さ
れ
た
場
合
で
も
、
次
の

要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
健
康
保

険
課
へ
申
請
す
る
こ
と
で
1
割
負
担

に
変
更
で
き
ま
す
。

◦
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人
の

場
合
…
被
保
険
者
本
人
の
２
年
中

の
収
入
額
が
３
８
３
万
円
未
満

◦
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数
い

る
場
合
…
被
保
険
者
全
員
の
２
年

中
の
収
入
の
合
計
額
が
５
２
０
万

円
未
満

◦
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人
で
、

か
つ
同
一
世
帯
に
70
歳
～
74
歳
の

人
が
い
る
場
合
…
被
保
険
者
本
人

の
２
年
中
の
収
入
額
が
３
８
３
万

円
以
上
あ
り
、
被
保
険
者
の
収
入

と
70
歳
～
74
歳
の
人
の
収
入
の
合

計
額
が
５
２
０
万
円
未
満

問
合
先

　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
給
付
課

　

☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

強
調
月
間
・
再
犯
防
止
啓
発
月
間

　

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、
犯

罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
償
っ
た
人

た
ち
の
更
生
へ
の
理
解
を
深
め
、
犯

罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で
安
心
な
明

る
い
社
会
を
築
く
た
め
の
全
国
的
な

運
動
で
、
今
年
で
71
回
目
を
迎
え
ま

す
。

　

犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
・
安
心

な
暮
ら
し
の
た
め
に
何
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
か
、
そ
し
て
自
分
に
は
何

が
で
き
る
の
か
を
、
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。

問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
４
８

７月１日〜７日は全国安全週間 持続可能な安全管理　未来へつなぐ安全職場

申
込
・
問
合
先　

障
が
い
福
祉
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
１
５
４

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）９
５
１
０

　

FAX
０
６（
６
９
４
２
）７
２
１
５

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

７
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

幸
福
町
、
垣
内
町
、
古
川
町
、
末

広
町
、
速
見
町
、
寿
町

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

※
不
在
で
も
取
り
替
え
る
場
合
あ
り

施
工
業
者

　

㈱
星
和
管
工

　

千
石
西
町
15
︲
６

　

☎
０
７
２（
８
８
２
）９
２
１
５

費
用　

無
料

問
合
先

　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
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